
平成１６年度業務実績評価の際、評価委員会から指摘された事項に対しての対応状況調査表 
 

評価委員会からの指摘事項 対  応  状  況 

１ 政府が進めるｅ－Ｊａｐａｎ戦略に呼応する

ため、今後推進すべきデジタルアーカイブの

具体的方向とその実現に向けた「独立行政

法人国立公文書館デジタルアーカイブ推進

要綱」をまとめるとともに、平成 17 年４月運

用に向け各種取組を行ったことは評価でき

る。今後の更なる充実に期待したい。 

「国立公文書館デジタルアーカイブ」においては所蔵資料

のデジタル化を進め、平成１７年度は公文書等の既存のマ

イクロフィルムから約 64 万コマ、重要文化財等の既存のポ
ジフィルムから 152点(174画像)の画像を作成した。 
アジア歴史資料センター、岡山県立記録資料館、国立情

報学研究所のデータベースとの間における横断検索を実現

し、歴史資料情報の共有化を図ってきた。 
「アジア歴史資料センターデータベース」においては公開

済の１０００万画像に加え、平成１７年度末までに約２７０万

コマの目録作成・画像変換及び件名英訳作業を行った。 
さらに、外部の会議やシンポジウムなどの機会を捉え、

当館デジタルアーカイブやアジア歴史資料センターの紹介

を通じた利用者への周知を図るなどの事業展開を行ってき

た。今後も更なる充実を図っていきたい。 
２ 「歴史公文書等所在情報ネットワーク検討

連絡会議」の構成員が、従来の５機関から７

機関になり、各機関の協力関係の構築等に

ついて意見交換が行われたことは評価でき

る。今後更に、各機関間のより具体的な協

力関係が構築されることを期待する。 

７機関が参加する歴史公文書等所在情報ネットワーク検討

連絡会議を開催し情報の提供方法等を検討するとともに、当

館ホームページにリンク（各機関の所在情報も掲載）する歴史

公文書等の保存利用機関等を１４機関から２１機関に拡充し

た。 
また、従来の５機関を対象とした、詳細な所在情報や主要な

歴史公文書等を紹介する歴史公文書探求サイト「ぶん蔵」を制

作し、近く、一般に公開することとしている。 
３ 研修については、募集対象機関の拡大に

より、従来から参加している機関以外の参

加があったことは評価できる。今後とも、公

文書館専門職員及び各府省における文書

管理担当者の人材養成のための各研修の

充実方策について検討を行うとともに、検討

結果が速やかに反映されることを期待した

い。また、研修等の派遣元へのアンケートに

ついては、その回答の回収率の向上に努力

する必要がある。 

平成１７年度実務担当者研究会議において、記録の公開と

審査のあり方について、アメリカ国立公文書記録管理局から

法務顧問を招聘し、同国の先進的な例に基づき議論を深め

た。また、「公文書館制度を支える人材養成等のためのプロ

ジェクトチーム」を設置し、研修の充実方策について検討を行

った。公文書館専門職員養成課程は、１８年度からカリキュ

ラム内容等の充実を図ることとし、それ以外の研修についても

プロジェクトチームにおいてさらに検討を深め、検討結果を

１９年度以降に業務に反映させることとしている。なお、アンケ

ートについては、派遣元へ提出を働きかけた結果、回収率が

向上した。今後も引き続き回収率の向上に努めてまいりた

い。 
 
 
 
 



４ 展示会全般について、公文書館の業務の

中でのその位置付けや今後の在り方につい

て、十分検討する必要がある。 

展示会は、調査研究の成果発表の場であり、当館の所蔵

資料を紹介するとともに、歴史公文書等を保存することの意

義及び館の業務について国民の理解を深めるため、年２回

の特別展及び常設展・企画展を実施している。特に、国民

のニーズ等を踏まえ魅力ある質の高い特別展にするため

の企画内容や展示目録等の有償化の可能性について、「展

示アドバイザー会議」を開催し、専門家等からの意見を聴取

し検討した。 
また、広報効果を高めるため、ポスター等広報用作成物

と展示目録との一体的作成等を行った。 
５ デジタルアーカイブの運用について、電子

記録の管理も念頭に置きつつ、アジア歴史

資料センターとの連携も考慮した利用しやす

いものとなることを期待したい。 

電子記録の管理については、内閣府に置かれた研究会

の議論と連携を図りつつ、館内プロジェクトチームを立ち上

げ、技術面等での調査研究を行い、報告書を作成した。電

子記録の最適な保存媒体と管理方策等については、平成１

８年度中にその方向性について結論を得ることとしている。 
デジタルアーカイブの運用については、アジア歴史資料

センターが公開している画像のうち、当館提供資料による画

像データを、当館デジタルアーカイブから閲覧できるように

リンクを張るなど、アジア歴史資料センターとの連携を図っ

ている。 
６ 国民に対し提供するサービスの向上を図

るため、受け入れた歴史公文書等に対応で

きる専門分野の職員育成等にも強く期待し

たい。 

 他府省庁との人事交流、歴史公文書等に対する専門的知

識を有する専門職員の採用、行政経験のあるＯＢの活用な

ど、受け入れた歴史公文書等に対応できる専門分野の職

員を配置し、その育成等を行ってきた。今後も、国民に対し

提供するサービスの向上のため、専門分野の職員育成を

図っていきたい。 
７ 国立公文書館の更なる充実強化を図るた

め、館及び内閣府における次のような取組

にも期待したい。①新移管基準により確実な

公文書等の移管が行われること。②デジタ

ルアーカイブ・システムの充実に期待すると

ともに、デジタル画像提供の先駆的存在で

あるアジア歴史資料センターとの更なる連

携の強化を図ること。③公文書館の行う事

業は、国民の財産である歴史公文書等を世

代を超えて後世に引き継ぐという、国として

果たすべき重要な事業であり、人員の増加

と事業内容の充実を図ること。 

①内閣官房長官主宰の「公文書等の適切な管理、保存及び

利用に関する懇談会」報告を踏まえ、平成１７年６月に改正

された移管基準により、移管対象となる文書類型が明確化

されるとともに、広報資料等が移管対象とされたこと等によ

り、移管数の増加が見られたところである。 
②デジタルアーカイブ・システムについては、目録情報の整

備、画像データ、「辞書」データの追加など、多方面に渡り、

その充実に努めている。また、アジア歴史資料センターのデ

ータベースとの間で横断検索を実現するなど、その連携を

図っている。 
③館が行う事業は、国として果たすべき重要な事業である

ことを認識し、事業内容の充実を図るため、財政当局に対し

必要な経費と人員の要求を行うなどに努めたところである。

今後も事業内容の充実等に、更なる努力を続けてまいりた

い。 
※ 項目別評価表に対応状況が記載されている場合は、その旨を記述する。 


